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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
宮
内
庁
に
管
理
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
祭
祀
と
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
見
解
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
野
本
宮
内
庁
書
陵

部
長
（
当
時
）
が
「
陵
墓
と
し
て
静
安
を
保
ち
尊
厳
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
第
一
に
重
点
を
置
い
て
管
理
し
て
い
る
」

と
答
弁
し
て
い
る
ほ
か
、
同
趣
旨
の
答
弁
を
累
次
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
生
き
た
墓
」
と
は
、
陵
墓
等
の
こ
と

し

ゆ

を
、
現
に
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
で
比
喩
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
陵
墓
等
へ
の
立
入
り
等
を
禁
じ
る
旨
の
看
板
を
陵
墓
等
に
掲
示
す
る
こ
と
を
命
じ
た
明
治
六
年
十

一
月
二
日
の
太
政
官
達
以
降
、
設
置
し
て
い
る
。

（
三
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
九
条
の
五
に
お
い
て
は
、
「
各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
所
管
に
属

す
る
国
有
財
産
に
つ
い
て
、
良
好
な
状
態
で
の
維
持
及
び
保
存
、
用
途
又
は
目
的
に
応
じ
た
効
率
的
な
運
用
そ
の
他
の
適
正

な
方
法
に
よ
る
管
理
及
び
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一



宮
内
庁
と
し
て
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
同
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
皇
室
用
財
産
で
あ
る
陵
墓
等
に
つ
い

て
、
天
皇
及
び
皇
族
を
葬
る
所
で
あ
り
、
静
安
と
尊
厳
の
保
持
が
最
も
重
要
と
さ
れ
る
と
い
う
陵
墓
等
の
本
義
に
か
ん
が
み
、

同
法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
管
理
し
て
い
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

陵
墓
等
及
び
出
土
品
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
の
一
環
と
し
て
、
所
要
の
予
算
を
も
っ
て
適
切
に
行
っ

て
い
る
。

ま
た
、
祭
祀
は
皇
室
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
七
月
六
日

内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
（
七
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
六
）
及
び
（
八
）
か
ら
（
十
二
）
ま
で
に
つ
い
て

式
年
祭
は
、
皇
室
に
お
い
て
、
そ
の
伝
統
に
基
づ
い
て
、
歴
代
天
皇
や
皇
族
の
方
々
を
祭
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
宮
内
庁
は
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
そ
の
お
世
話
を
行
っ
て
い
る
。

皇
室
の
行
事
で
あ
る
式
年
祭
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

（
七
）
に
つ
い
て

二



陵
墓
等
は
、
天
皇
及
び
皇
族
を
葬
る
所
と
し
て
、
国
有
財
産
法
上
の
皇
室
用
財
産
と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
し
、
こ
れ
に
要

す
る
経
費
を
宮
廷
費
か
ら
支
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
憲
法
上
の
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

宮
内
庁
が
支
出
し
た
陵
墓
等
の
維
持
管
理
等
に
必
要
な
経
費
の
金
額
は
、
平
成
十
七
年
度
は
約
二
千
六
百
七
十
一
万
六
千

円
、
平
成
十
八
年
度
は
約
二
千
三
百
二
十
万
七
千
円
、
平
成
十
九
年
度
は
約
二
千
二
百
八
十
六
万
二
千
円
、
平
成
二
十
年
度

は
約
三
千
二
百
五
十
七
万
三
千
円
、
平
成
二
十
一
年
度
は
約
二
千
百
九
十
八
万
円
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
六
年
度
以
前
に

つ
い
て
は
、
会
計
書
類
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
十
三
）
及
び
（
十
五
）
に
つ
い
て

平
野
内
閣
官
房
長
官
（
当
時
）
は
、
本
年
二
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
と

お
り
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。

宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
に
お
い
て
は
、
陵
墓
等
に
関
す
る
様
々
な
学
説
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
調
査
及
び
考
証
に
当

た
っ
て
い
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
よ
う
な
内
規
や
規
程
等
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

（
十
四
）
に
つ
い
て

か
た
お
か
の
う
ま
さ
か
の
み
さ
さ
ぎ

「
日
本
書
紀
」
に
は
、
孝
霊
天
皇
は
孝
元
天
皇
六
年
に
片
丘
馬
坂
陵
に
葬
ら
れ
た
旨
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「

三



や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と

箸
墓
古
墳
」
の
築
造
年
次
や
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
の
埋
葬
年
次
に
関
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
片
丘
馬
坂
陵
は
、
奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町
本
町
三
丁
目
に
所
在
し
て
い
る
。

（
十
六
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
陵
墓
の
立
入
り
の
取
扱
方
針
」
に
お
い
て
は
、
学
術
研
究
者
を
陵
墓
等
へ
の
立
入
許
可
の
対
象
と
し
て
お
り
、

学
術
研
究
者
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
議
員
に
よ
る
立
入
り
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
十
七
）
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
」
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
学
術
的
に
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
と

承
知
し
て
い
る
。

（
十
八
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
史
跡
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
二
十
七
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
一
般
的
に
、
史
跡
の
名
称
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
と
し
て
は
、
あ
る
史
跡
に
、
そ
の
周
辺
で
新
た
に
確

認
さ
れ
た
遺
跡
を
追
加
指
定
す
る
際
に
、
そ
の
史
跡
の
名
称
を
よ
り
適
切
に
示
す
必
要
が
生
じ
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。

（
十
九
）
及
び
（
二
十
）
に
つ
い
て

四



ご
う

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
外
濠
・
外
堤
に
想
定
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
十
四
号
）
に
の
っ
と
っ
た
措
置
と
し
て
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
、
羽
曳
野
市
教
育
委
員
会
及
び
藤
井
寺
市
教
育
委
員
会

が
、
開
発
行
為
に
伴
う
事
前
の
発
掘
調
査
等
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
調

査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
土
地
所
有
者
等
の
財
産
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
史
跡
へ
の
追
加
指
定
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

ま
た
、
既
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
外
濠
・
外
堤
及
び
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
外
濠
・
外
堤
に
想
定
さ
れ
る
部
分

に
お
け
る
発
掘
調
査
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
を
実
施
し
た
大
阪
府
教
育
委
員
会
、
羽
曳
野
市
教
育
委
員
会
及
び
藤

井
寺
市
教
育
委
員
会
か
ら
は
、
現
段
階
で
把
握
で
き
た
も
の
は
七
十
五
件
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
二
十
五

件
に
お
い
て
外
濠
・
外
堤
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
現
状
保
存
さ
れ
た
も
の
は
十
九
件
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
な

お
、
お
尋
ね
の
「
配
置
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
外
濠
・
外
堤
及
び
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
外

濠
・
外
堤
に
想
定
さ
れ
る
部
分
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
る
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

（
二
十
一
）
に
つ
い
て

さ
く

三
吉
陵
墓
参
考
地
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
に
外
構
柵
整
備
工
事
を
予
定
し
て
お
り
、
そ
の
適
切
な
工
法
を
検
討

五



す
る
に
当
た
り
、
事
前
に
遺
構
・
遺
物
の
確
認
を
行
う
た
め
の
調
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
二
十
二
）
に
つ
い
て

三
吉
陵
墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
墳
丘
の
規
模
等
に
よ
り
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
明
治
十
九
年
に
御
陵
墓
伝
説
地
と
な
り
、
現
在
は
陵
墓
参
考
地
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
築
造
時
期
は
、

一
般
に
は
古
墳
時
代
中
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
十
三
）
に
つ
い
て

三
吉
陵
墓
参
考
地
に
お
い
て
予
定
し
て
い
る
事
前
調
査
に
つ
い
て
は
、
地
元
教
育
委
員
会
か
ら
同
時
調
査
の
要
望
は
受
け

て
い
な
い
。

な
お
、
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
「
書
陵
部
紀
要
」
に
お
い
て
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
二
十
四
）
に
つ
い
て

大
塚
陵
墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
副
葬
品
等
に
よ
り
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

明
治
十
九
年
に
御
陵
墓
伝
説
地
と
な
り
、
現
在
は
陵
墓
参
考
地
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
築
造
時
期
は
、
一
般

に
は
古
墳
時
代
前
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

六



（
二
十
五
）
に
つ
い
て

仮
定
の
御
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

（
二
十
六
）
に
つ
い
て

陵
墓
の
副
葬
品
に
つ
い
て
は
、
皇
室
の
私
有
財
産
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
七
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
に
お
い
て
は
、
陵
墓
の
副
葬
品
は
管
理
し
て
い
な
い
。

（
二
十
八
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
辻
畑
古
墳
」
に
つ
い
て
は
、
沼
津
市
教
育
委
員
会
に
お
い
て
開
発
行
為
に
伴
う
事
前
の
発
掘
調
査
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
取
扱
い
を
判
断
す
る
た
め
、
調
査
結
果
を
踏
ま
え
た
学
術
的
な
検
討
が
行
わ
れ
る
と

聞
い
て
い
る
。
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